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ＰＰＡによる北杜市公共施設への太陽光発電設備及び

蓄電池導入事業公募型プロポーザル実施要領 
 

１ 件名 

ＰＰＡによる北杜市公共施設への太陽光発電設備及び蓄電池導入事業 

 

２ 趣旨 

北杜市（以下「市」という。）は、２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けた

取り組み及び市のレジリエンス強化のため、市公共施設に太陽光発電設備・蓄電池・

付帯設備を設置し、これについて運転管理、維持管理及び撤去を行う事業者をプロポ

ーザル方式により公募する。 

 

３ 参加資格 

次の各号のいずれにも該当する法人とする。また、共同企業体を結成し参加する場

合は、全ての構成員が次の各号の要件を満たす法人であること。 

(１) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当しないこと。 

(２) 参加意向表明時点で、指名停止措置を受けていないこと。 

(３) 都道府県民税・市町村民税、法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税に滞

納がないこと。 

(４) 会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）に基づく更生手続開始の申し立て、又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申し立てが

なされていない者であること。また、手形交換所による取引止処分がなされてい

ない者であること。 

(５) 法人又はその役員が、北杜市暴力団排除条例（平成２４年北杜市条例第２９

号）第２条に掲げる暴力団、暴力団員、暴力団関係者及びそれらの利益となる活

動を行う者でないこと。 

 

４ 事業概要 

事業者は、対象施設において、構造調査等を行い、市から行政財産使用許可を

受けたうえで、太陽光発電設備、蓄電池等を設置し、事業期間において運転管理

及び維持管理を行う。事業終了後、設備を撤去し原状回復とする。なお、事業の

内容は別紙「プロポーザル事業説明書」のとおり。 

 

５ 審査委員会 

本プロポーザルの実施及び選定に関する審議は北杜市プロポーザル方式の実施に

関する事務処理要領（平成２４年北杜市告示第１号）により審査委員会を設置し行

う。 
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６ プロポーザル実施スケジュール 

 項目 日程 

事
前
準
備 

①実施要領の公表日 ８月９日（水） 

②参加意向表明書提出期間 ８月１０日（木）から８月２８日（月）午後５時まで 

③質問受付 ９月１５日（金）午後５時まで 

提
案
・
審
査 

④参加資格結果通知 参加意向表明書提出の翌日から２日以内（土曜、日

曜及び祝日を除く。） 

⑤質問回答 質問受領日の翌日から３日以内（土曜、日曜及び祝

日を除く。） 

⑥提案書提出期間 ９月１１日（月）から９月２２日（金）午後５時まで

（必着） 

⑦一次審査の結果通知 ９月２６日（火） 

⑧二次審査（プレゼンテー

ション） 

９月２９日（金） 

⑨選定結果の通知 １０月４日（水） 

※参加意向表明者数によっては、一次審査、二次審査の日程を変更することがある。

その場合は、参加意向表明者に対して改めて通知する。 

 

７ 実施要領の公表期間・場所 

(１) 公表期間 

令和５年８月９日（水）から令和５年９月２２日（金）午後５時まで 

(２) 公表場所 

ア 市ホームページ 

イ 北杜市役所 市民環境部環境課 

 

８ 参加意向表明書の提出 

(１) 提出期限 令和５年８月２８日（月）午後５時まで（必着） 

(２) 提 出 先 市民環境部環境課ゼロカーボン推進担当 

(３) 提出方法 持参又は郵送（郵送は、書留郵便に限る。） 

(４) 提出書類 

全ての申請者（共同企業体の場合は代表者）は様式第１号（参加意向表明書）

を提出すること。その他の提出書類については速やかに整え、別途提出するこ

と。 

また、同企業体で申請を行う場合は、構成する法人の書類を提出すること。 

なお、市が指定した期日までに書類の提出がなかった場合は、参加資格を失

うものとする。 

ア 北杜市入札参加資格者名簿に登録された者が申請を行う場合は、別記①に定

める書類を提出すること。 
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イ 北杜市入札参加資格者名簿に登録された者以外の者が申請を行う場合は別

記②に定める書類を提出すること。 

 

 別記①（北杜市入札参加資格者名簿に登録された者が申請を行う場合） 

提出書類 留意事項 

①参加意向表明書 【様式第１号】 

②誓約書・委任状 【様式第２号】 

③会社概要書 【様式第３号】 

④事業履行実績調査書 【様式第５号】 

⑤共同企業体構成表 【様式第１０号】 

※ 共同企業体で参加する場合のみ必要 

⑥納税証明書 ア 法人税並びに消費税及び地方消費税の納

税証明書 

イ 法人事業税の納税証明書 

※ 発行から３か月以内のもの（写し可） 

⑦財務諸表 ア 賃借対照表（直近３年分） 

イ 損益計算書（直近３年分） 

 

別記②（北杜市入札参加資格者名簿に登録された者以外が申請を行う場合） 

提出書類 留意事項 

①参加意向表明書 別記①のとおり 

②誓約書・委任状 別記①のとおり 

③会社概要書 別記①のとおり 

④使用印鑑届 【様式第４号】 

⑤事業履行実績調査書 別記①のとおり 

⑥共同企業体構成表 別記①のとおり 

⑦納税証明書 別記①のとおり 

⑧財務諸表 別記①のとおり 

⑨営業所一覧 任意様式 

⑩国税に未納がない証明書（写）  

⑪都道府県税に未納がない証明書（写）  

⑫区市町村税に未納がない証明書（写）  

⑬登録証明書ISO  

⑭履歴事項全部事項証明書（写）  

⑮印鑑証明書  

⑯役員等名簿 指定様式 

⑰営業の沿革及び事業経歴書 任意様式 
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(５) 参加資格の確認 

参加意向表明書では選定は行わず、「３参加資格」の確認を事務局により行

う。 

(６) 参加辞退 

参加意向表明書の提出後に、参加を辞退する場合は、「辞退届」（様式第１

１号）を提出すること。 

 

９ 参加資格結果の通知 

参加意向表明書の提出をした事業者について、市は内容を確認し、参加資格結果を

通知する。 

(１) 送付日 参加意向表明書提出の翌日から２日以内（土曜、日曜及び祝日を除

く。） 

(２) 送付方法 電子メール 

 

１０ 質問の受付期間及び提出・回答方法（参加資格を有する者が対象） 

(１) 受付期間 参加資格を得た日から令和５年９月１５日（金）午後５時まで（必

着） 

(２) 提出方法 所定様式（様式第６号）によりＦＡＸ又は電子メールにて提出す

ること。 

※電話や来庁による質問には応じない。 

ＦＡＸ番号：０５５１－４２－１１２３ 

電子メール：kankyou@city.hokuto.yamanashi.jp 

(３) 回答方法 参加者からの質問事項を取りまとめ、回答日までに参加者にＦＡ

Ｘ又は電子メールにて回答する。 

 

１１ 施設図書等の閲覧（参加資格を有する者が対象） 

(１) 図書閲覧期間 令和５年８月１０日（木）から９月１５日（金）午後５時ま

で（土曜、日曜及び祝日を除く。） 

(２) 閲覧場所  

ア 施設番号１から２６まで及び４１から５５まで 北杜市役所本庁 

イ 施設番号２７から４０まで 高根総合支所 

(３) 閲覧図書 

ア 完成図書（図面）及びそれに準ずる書類（図面） 

イ 詳細設計書（構造計算書）及びそれに準ずる書類 

※施設によっては閲覧図書が現存しないことがあるので留意すること。なお、

図書の撮影は可とするが貸与は不可とする。本案件以外の使用は認めない。 

(４) 閲覧方法  

閲覧希望日の前日までに市民環境部環境課ゼロカーボン推進担当へ図書の

閲覧希望の予約を行うこと。当方で閲覧の場所及び日時を指定する。 

mailto:kankyou@city.hokuto.yamanashi.jp
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１２ 施設の見学（参加資格を有する者が対象） 

(１) 見学期間 令和５年８月２１日（月）から９月１１日（月）まで 

(２) 見学の詳細 上記の期間にて参加資格を有する者を対象にＦＡＸとメール

にて連絡を行う。見学スケジュールについては市が決定する。見学希望者は、

対象施設の見学日前日の午後５時までに別途指定する様式により申し込みを

行うこと。ただし、見学日前日が休館日の場合は、休館日前の開館日とする。 

なお、指定日以外の見学は、防犯上の理由により基本的に認めない。 

 

１３ 提案書の提出期間、提出先及び方法 

(１) 提出期間 令和５年９月１１日（月）から９月２２日（金）午後５時まで 

※郵送の場合は担当へ必着。 

(２) 提出先 市民環境部環境課ゼロカーボン推進担当 

(３) 提出方法  

ア 提出物①及び②は、持参又は郵送（郵送は、書留郵便に限る。） 

イ 提出物③はＣＤ－Ｒ等で提出すること。 

※提出物については返却しない。 

(４) 提出物 以下①から③の全て 

提出書類 部数 留意事項 

①提案書（正本） １部 【ファイルに綴じて提出すること】 

Ａ４判、両面刷り、左上留め、カラー可、枚数は自由。 

②提案書（副本） ９部 【ファイルに綴じて提出すること】 

Ａ４判、両面刷り、左上留め、カラー可、枚数は自由。 

③ＰＤＦデータ １部 上記、提案書（正）・（副）の ＰＤＦ データ 

 

１４ 提案書に求める内容 

別表１の候補施設を対象とし、太陽光発電設備及び蓄電池の設置を提案する施

設番号及び施設数を提案書に明記の上、次に掲げる各号の全てを必須事項として、

企画提案すること。ただし、以下の５施設においては提案を必須とする。 

 施設番号１ 明野総合支所（倉庫、車庫棟含む） 

施設番号８ 塩川病院（本館、新館、訪問看護センターつくしんぼ）、しおか

わ福寿の里 

施設番号１５ 保健センター 

施設番号２３ 須玉農村総合交流ターミナル（須玉ふれあい館）、すたま森の

図書館 

施設番号３３ 日野春浄化センター 

なお、提案内容は「プロポーザル事業説明書」の内容を踏まえたものであること。 

また、審査に当たり、市が追加資料や提案内容への説明を求める場合には、別途対

応すること。 
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提案書作成にあたっては、以下の情報を参考にすること。 

別表１に記載する施設の構造主体、耐震基準等 

北杜防災マップ（ハザードマップ）※市ＨＰにて確認のこと。 

施設の建築基本図（平面図）、構造計算書 

※閲覧方法は「１１施設図書等の閲覧」に記載のとおり。 

電気契約単価、施設の３０分値の電気使用量の実績 

※本プロポーザルの参加資格審査結果通知とともに案内する。 

 

＜事業実施方針に関すること＞ 

(１) 事業実施方針 

提案内容の基本方針・概要等を記載すること。運転期間は運転開始日から５

年毎の更新とし、最長で２０年間とする。ただし、市が発電能力や安全性に問

題がないと認めた場合は協議により延長を可とする。事業期間は運転期間に設

置準備期間及び撤去期間を併せ３年を限度とし、速やかに設備の設置と撤去を

行う。本事業により生じた電力について、市の自家消費以外の余剰電力を売電

する場合は、市の指定する電力会社を最優先させること。 

なお、太陽光発電設備が設置可能な場所は原則屋根とし、屋根に設置できな

い蓄電池、発電機及び付帯設備は市と協議の上、指定場所へ設置すること。た

だし、施設敷地内において安全性が確実に担保できる場合は、事業者の責任に

おいて法面や空きスペース、カーポート等への設置、また、ソーラーシェアリ

ングなどの提案も可とする。この場合、北杜市太陽光発電設備設置と自然環境

の調和に関する条例（令和元年北杜市条例第１号）及び同規則（令和元年北杜

市規則第７号）を遵守すること。 

 

＜設備の設置・維持管理に関すること＞ 

(２)‐１ 設備設置計画 

ア 設備・設置仕様 

① 各施設における太陽光発電設備及び蓄電池の出力（ｋＷ）・容量（ｋＷｈ） 

② 太陽光発電設備及び蓄電池の総出力（ｋＷ）・総容量（ｋＷｈ） 

③ 太陽光発電設備（パネル、架台等を含む）及び蓄電池の単位面積当たりの

重量（ｋｂ／㎡） 

※寸法や重量が分かる当該製品のパンフレット等を添付すること。 

④ 付帯設備の仕様 

※寸法や重量が分かる当該製品のパンフレット等を添付すること。 

⑤ 設置仕様（架台の設置方法、耐荷重等） 

※想定する太陽光発電設備及び蓄電池の設置方法を記載すること。 

※太陽光発電設備は、建築基準法施行令第３９条、８２条の４及びＪＩＳＣ

８９５５、経済産業省令第２９号に規定する風圧力、自重、積雪並びに地

震その他の振動及び衝撃に対する耐荷重を、風速、積雪量、震度等を用い



７ 

て記載すること。また、それを示す根拠資料（耐力試験の結果や当該製品

の設計マニュアル等）を添付すること。 

※第三者機関等による認定証や耐力試験の結果がある場合は添付すること 

※台風時等の突風による吹き上げや地震等の振動による設備の移動、飛散、

脱落、浮き上がりへの対策がある場合は、併せて記載すること。 

イ 設計図 

提案時には設置予定施設のうち「１４提案書」に求める内容に記載のある５施

設のみを提出すること。 

① 平面図 

※設置場所、設置部分の寸法・面積、メンテナンスや消防活動のための通路

幅等が分かるように記載すること。 

② システム構成図 

※平時及び災害時（自立運転時）に使用できる設備、仕様が分かるように記

載すること。 

ウ 設置方法 

① 工事の工法 

② 工事の安全面・騒音対策等 

エ 工程表及びスケジュール 

※工期だけでなく、補助事業の申請、各種法令の規定に基づく届出等の手続等

を市との協議も含め、事業実施に必要な工程、スケジュールを記載すること。 

なお、令和７年度末までに提案した施設への設置を完了し稼働させること。 

オ 災害時（自立運転時）に使用可能な設備 

① 災害時の利用、操作方法（災害時に必要な機器の操作及び配線作業の要否等） 

② 災害時用コンセントの設置場所、個数 

③ 自立運転時に蓄電池から使用可能な出力（ｋｗ） 

④ 自立運転時の太陽光発電設備から蓄電池への充電能力（ｋｗ） 

⑤ 自立運転時に太陽光発電設備から使用可能な出力（ｋｗ） 

※併せて、災害発生時に安定して使用可能な設備であることを示すこと。 

(２)‐２ 保守点検及び維持管理計画 

ア 設置等の運転管理及び維持管理方法、管理上の視点等 

イ 運転期間における維持管理の実施体制、スケジュール、設備の交換時期等 

※各種法令の規定に準拠していることが分かるように記載すること。 

(２)‐３ 想定される温室効果ガス排出量削減効果 

ア 設備による総発電量（ｋＷｈ／年） 

イ 施設への総供給電力量（ｋＷｈ／年）及び自家消費率（％） 

ウ 施設の温室効果ガス排出量削減効果の計測・検証方法 

エ 施設の温室効果ガス排出量削減効果（ｋｇ－ＣＯ２／年） 

※発電量の算定に当たっては、設備利用率の設定根拠を示すこと。 

※施設への供給電力量（自家消費量）の算定に当たっては、別途、市より交付す
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る各施設における３０分値の電気使用量の実績を参考にすること。 

※温室効果ガス排出削減量の算定に当たっては、係数は 0.447[kg-CO2/kWh]を

用いること。 

 

＜業務遂行能力に関すること＞ 

(３)‐１ 事業実施体制 

本事業に携わる人員体制と役割、実施体制、資格・経験等。 

※設備の故障、緊急・異常時や災害発生時の対応体制も示すこと。 

※以下の資格を有する者を含め、資格を証明する書類を添付すること。 

・建築士法（昭和２５年法律第２０２号）による構造設計一級建築士 

・電気主任技術者 

(３)‐２ 事業資金計画 

設備費、工事費、運転管理、維持管理及び撤去、保険料等のための必要経費、

売電収入や補助事業による資金調達等の収入、事業期間における収支を記載するこ

と。 

※各経費、収入の内訳も記載すること。 

※設備等の一時移設を伴う市による修繕工事等は、運転期間中、施設で各１回

実施することを前提として記載すること。 

※運転期間中の施設廃止、改築等はないものとして記載すること。 

(３)‐３ 事業期間におけるリスク対策 

設備の故障等に対する損害保険の適用範囲や補償内容、設計・工事等の履行

に係る保証及び維持管理費用の増大、天災等の不可抗力の維持管理期間におけ

るリスク保証、市や第三者に対する賠償等、事業期間において発生が想定され

るリスクに対しての対策、補償方法を記載すること（想定されるリスクと責任

分担は別表２）。 

(３)‐４ 類似の事業履行実績 

過去３年間（令和２年度から令和４年度まで）に、本事業と類似した事業（「太

陽光発電設備等の設置調査業務」、「太陽光発電設備等の設備設計業務」等）の

履行実績を有する場合は、記載すること（様式第５号）。 

※契約書及び仕様書等の写しを添付すること。 

(３)‐５ 市内事業者の活用 

本事業における下請け業者等の選定は、市内事業者を優先して選定することとし、

市内事業者を活用する場合は、業務内容・役割を記載すること。 

 

＜契約単価等に関すること＞ 

(４) 単価契約 

市が、施設に供給された電力使用量に応じて支払う契約単価（円／ｋＷｈ） 

※原則、事業期間中一定額とする。ただし、今後の社会経済状況に伴い、系

統電力との差異がなくなった場合は、系統電力より安価となるよう協議
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を行うものとする。 

＜本事業を活かした独自提案に関すること＞ 

(５) 北杜市の特性を活かした提案 

北杜市に有益な独自提案を記載すること。 

 

１５ 審査方法および審査基準 

(１) 審査方法 

審査は、一次審査（書類審査）及び二次審査（プレゼンテーション）の二段階で実

施する。 

ア 一次審査（書類審査） 

① 提案書の書類審査を行い、二次審査の対象者を５者程度に選定する。 

② 一次審査の結果は、令和５年９月２６日（火）までに電子メールと郵送によ

り通知する。 

イ 二次審査（プレゼンテーション） 

二次審査の対象者について、提案書のプレゼンテーション及び提案内容に関

する質疑応答を行うため、以下のとおり実施する。 

説明に用いる資料は、「１４提案書に求める内容」により提出された提案書

のみとし、新たな資料等の配布は認めない。ただし、プレゼンテーションのた

めにスクリーンに資料を投影する場合は、提案書を要約したものを使用するこ

とを可とする。この場合は、スクリーンに投影されている内容が、提案書のど

の部分の要約となっているか容易に分かるように対応ページ番号を表示させ

るなどしたうえで、ＰＤＦ データを提出すること。 

なお、投影設備は市が用意する。パソコンについては、各者にて用意すること。機

材にトラブルがあった場合も含め、市は使用に関して一切の責任を負わない。 

実施日 令和５年９月２９日（金） 

会場 北杜市役所 西会議室 

時間配分 プレゼンテーション２０分、質疑３０分（５０分程度） 

※説明開始時間、集合場所等の詳細は、一次審査結果通知で案内する。 

ウ 特定候補者の選定 

一次審査及び二次審査により、提案書、プレゼンテーション及び質疑応答を

総合的に評価した結果、最も高い評価を得た事業者を本件協定の相手方となる

べき特定候補者に選定する。 

なお、審査結果（順位）は、選定結果通知書（様式第９号）に記載する。 

ただし、審査の結果、一定の評価を満たす者がいない場合は、特定候補者を

決せず、再度提案を募集することができる。 

  エ 補欠候補者の選定 

    応募者のうち、特定候補者が設置しない施設について、特定候補者と同等の

条件で設置が可能である場合、補欠候補者として選定することができる。 
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(２) 審査基準 

別に定める選考評価基準の審査基準に基づき、採点方式で総合的に審査する。 

 

１６ 審査結果の通知 

 審査の結果は、令和５年１０月４日（水）までにメールと郵送により通知する。 

 

１７ 協定の締結について 

選定した事業者と市が協議し、本件に関わる仕様を確定したうえで協定を締結する。 

 

１８ その他 

(１) 手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(２) 協定等について 

ア 本プロポーザルは、協定を締結する候補者の選定を目的とし、市は選定された

提案書の内容に拘束されないものとする。 

イ 協定書作成の要否：要 

ウ 当該事業に直接関係する他の業務の委託協定を当該業務の相手方との随意契

約により締結する予定の有無：有 

(３) 提出物の作成に関わる費用について 

本プロポーザルへの参加、提案に係る一切の費用については、すべて提案者

の負担とする。 

(４) 記載内容の変更について 

参加意向表明書及び提案書の提出後の差し替え、記載内容の変更は認めない。 

(５) 提案者の失格について 

参加意向表明書又は提案書に虚偽の記載をした提案者、若しくは審査の公平

性を損なう行為を行った提案者は失格とする。 

(６) 参加意向表明書及び提案書の取扱い等について 

ア 提出された参加意向表明書及び提案書は返却しない。また、審査に必要な範

囲で複製することがある。選定以外の目的には使用しない。 

イ 市は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並

びに提案書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。 

 

１９ 担当部署  

〒４０８－０１８８ 山梨県北杜市須玉町大豆生田９６１番地１  

北杜市役所市民環境部環境課ゼロカーボン推進担当 

電話番号 ０５５１－４２－１３４１（直通） 

ＦＡＸ番号 ０５５１－４２－１１２３ 

電子メール kankyou@city.hokuto.yamanashi.jp 

 


